
○障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修では、都道府県の行う障害者虐待防止・権利擁護研修において企画・運営、講師等を担う
指導者を養成する。
○これまで、都道府県研修の実施内容にばらつきが大きかったことから、令和６年度から都道府県研修における標準的なカリキュラムを
提示した。当カリキュラムの内容について講義・演習を通して都道府県に伝える。
（都道府県研修においては、標準的な研修カリキュラム以上の内容を実施することを地域生活支援事業の実施要綱上明記）

○また、都道府県のスキルアップのための国研修独自の講義・演習も実施する。

※アの動画は国において作成し、ホームページで公開中

（Ⅲ 当事者の声を除く）

令和６年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修の全体象

共通講義

Ⅰ 障害者虐待総論-成立までの経過、社会的意義

Ⅱ 障害者虐待防止法の概要

Ⅲ 当事者の声

Ⅳ 性的虐待の防止と対応

Ⅴ 身体拘束等の適正化の推進

Ⅵ 通報の意義と通報後の対応〜通報はすべての人を救う〜

自治体コース講義

Ⅰ－１ 養護者による障害者虐待の防
止と対応①

Ⅰ－２ 養護者による障害者虐待の防
止と対応②

Ⅱ 障害者福祉施設従事者等による障
害者虐待の防止と対応

Ⅲ 使用者による障害者虐待の防止と
対応

Ⅳ 事実確認調査における情報収集と面
接手法（基礎編）

Ⅴ 事実確認調査における情報収集と
面接手法

管理者・虐待防止責任者コース講義

Ⅰ 法人・事業所の理念と管理者の役割

Ⅱ―１ 虐待を防止するための日常の取
組について①

Ⅱ―２ 虐待を防止するための日常の取
組について②〜身体拘束・行動制限の廃
止と支援の質の向上〜

Ⅲ 虐待が疑われる事案への対応

Ⅳ 障害者虐待防止委員会、身体的拘束
等の適正化委員会と虐待防止責任者の
役割

Ⅴ 虐待防止委員会の実際の運営につ
いて

ア 【講義部分】※事前視聴 イ 【演習部分】※伝達研修

自治体コース演習

演習① 養護者による障害者虐待防止
の通報受理から養護者支援の検討にか
けての演習

演習② 施設従事者による障害者虐待
防止の通報受理から事業所指導の検
討にかけての演習

管理者・虐待防止責任者コース演習

演習① 虐待が疑われる事案への対応

演習② 虐待防止委員会の活性化

演習③ 身体拘束適正化委員会の運営

ウ 【国研修独自部分】※スキルアップ

共通

特別講義① 虐待防止関連の最新行政説明

特別講義② 障害者虐待を防止するために（社会全体の動向も踏まえて）

特別演習① 判断に迷う虐待事案に関するグループワーク・意見交換

特別演習② 元気な都道府県の実践を聞いて情報交換！

特別演習③ どう進める？都道府県での伝達研修
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